
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

行政機関を装った「架空請求ハガキ」に関する 

相談が急増しています。 

ハガキの特徴（一例） ※裏面参照 

・「訴訟を起こす」「差し押さえする」など法律 

用語を用いて不安をあおる。 

・文面全体に保護シールを貼ってある。 

・記載の連絡先に電話をかけさせる。 

架空請求です！ 
絶対に連絡しないでください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

兵庫県立消費生活総合センター 企画研修課 

〒650-0046 神戸市中央区港島中町４－２ 

ＴＥＬ：０７８－３０２－４０００ 

【消費生活相談：０７８－３０３－０９９９】  

法務省から「総合消費料金に関する訴訟最終 

告知のお知らせ」と書かれたハガキが届きま 

した。全く身に覚えがないのですが、ど 

うすればいいでしょうか。（７０才代、女性） 

 

 

☆ 消費生活センターでは、専門の消費生活相談員が相談・助言・事業者へのあっせんな

どのトラブルの解決に向けたお手伝いをしています。 

☆ 消費生活センターへの相談は、新たな消費者被害の防止に役立っています。 
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あなたの知らない危険な手口 
～ひょうご消費者トラブル情報 vol.2～ 
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架空請求ハガキ苦情件数の年度別推移

【参考データ（兵庫県内消費生活センター 2018年 5月現在）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（架空請求ハガキの一例） 宝塚市消費生活センター提供 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料】 

・国民生活センターＨＰ「速報！架空請求の相談が急増しています－心当たりのないハガキやメー

ル・SMS（ｼｮｰﾄﾒｯｾｰｼﾞｻｰﾋﾞｽ）に反応しないで！－」 

     http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180420_1.html 

・消費者庁ＨＰ「消費者被害防止に向けた注意喚起等」 

   http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/ 
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